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☆イノベーション・ブランド構築に資する
　意匠法改正～令和元年改正～……………… ⑾
☆商標審査を約２倍の速度で！ SPEED UP ！ ⑿

１．はじめに
本稿は、欧州各国の知的財産制度について、複数

回に分けて紹介するものである。今回は、ギリシャ
の知的財産制度のうち、意匠制度、半導体回路保護
制度を中心に解説する。

２．総論
ギリシャの知的財産法のうち、意匠制度について

は、1954年に法律No.3026として、特許法とともに
意匠法が制定された。意匠法は、その後、2002年３
月６日に改正意匠法が施行されている（2002年大統
領令No.161）。最近では、法律No.3966/2011として、
2011年５月24日に意匠法が改正され、現在に至って
いる。ハーグ協定については、ギリシャは1997年４
月にハーグ協定ジュネーブアクトに加盟している。

意匠制度と同様に、知的な創作を保護する他の
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